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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　学習者が説明を行う学習対象のテーマ毎に分類され、前記テーマを説明する上で必須の
固有語彙を少なくとも一つ以上用いて複文形式で表現された複数の説明文を含んで構築さ
れる説明型シナリオ、及び前記学習者に対して提示され、前記学習者による音声質問に対
応する複数の想定可能な前記テーマ別に単文形式で表現された複数の回答が予め記憶され
た質問型シナリオを記憶するシナリオ記憶手段と、
　前記学習者による前記テーマの選択指示を受付けるテーマ指示受付手段と、
　選択指示に基づいて、前記シナリオ記憶手段から前記テーマに対応する前記説明型シナ
リオ、又は前記シナリオ記憶手段から前記テーマに係る前記質問型シナリオ、を抽出する
シナリオ抽出手段と、
　抽出された前記説明型シナリオに含まれる複数の前記説明文を、前記学習者が視覚を通
じて認識可能に提示画面に出力し、提示する説明文出力提示手段と、
　前記提示画面に提示される複数の前記説明文について、各々の前記固有語彙の箇所を視
覚的に強調して提示する強調提示手段と、
　提示された複数の前記説明文の中から前記学習者が選択し、自らの言葉で音声により行
う音声説明を検出し、音声説明情報として取得する音声説明情報取得手段と、
　取得された前記音声説明情報を認識する音声認識手段と、
　認識された前記音声説明を構成する語彙の中から提示した複数の前記説明文に含まれる
前記固有語彙を検出することにより、複数の前記説明文のいずれかが選択されたかを特定
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すると共に該説明文の説明がなされたか否かを判定する説明文判定手段と、
　該説明文判定手段による判定結果に基づいて、次候補の前記説明型シナリオを抽出し、
対話形式の説明訓練を繰返して提示する次候補抽出提示手段と、
　前記学習者の選択指示に基づいて、前記説明型シナリオ及び前記質問型シナリオのいず
れか一方を使用した学習方式に切り換える学習方式切換手段と、
　前記学習者が音声によって質問する音声質問を検出し、音声質問情報として取得する音
声質問情報取得手段と、
　取得した前記音声質問情報を認識する音声質問認識手段と、
　認識された前記音声質問に基づいて、前記質問型シナリオから対応する回答を、前記シ
ナリオ抽出手段に抽出させて提示する回答提示手段と
を具備することを特徴とする対話型学習システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対話型学習システムに関するものであり、特に、学習者の発する特定テーマ
に対する音声による説明を認識し、音声説明に対する評価をすることにより、対話形式の
学習を進行することが可能な対話型学習システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、医学部の学生等に対し、患者に対する診察技術の習得及び向上を図ることを
目的とした実践的な教育が行われることがある。この中で、ボランティア等によって集め
られた患者役の模擬患者に対し、医学生（訓練者）が実際の診察と同じように、患者に症
状等を問い掛けて診断を行う問診や、模擬患者の腹部に直接手を当てて診断をする触診、
及び聴診器を用いて心音を確認する聴診等を模擬的に体験する訓練が実施されている。こ
れにより、実際の人間を対象として質問の仕方、質問の順所、及び質問のタイミング等の
問診に係る技術や、触診や聴診等の実技的な所作を習得することができる。そのため、模
擬訓練によって、実際の医療現場に近い実践的な医学教育を行うことが可能となる。しか
しながら、訓練者が上述の模擬患者を対象とした模擬訓練を行う機会は、医学生数の増加
、模擬患者の確保、訓練費用、及び時間的制約等の各種問題から制限され、一人の訓練者
が十分な問診技術を身につけることができるまで訓練を行うことはできなかった。
【０００３】
　一方、近年のコンピュータ技術の進歩に伴って、音声認識システムを採用した各種機器
が開発されている。これにより、人間の話した言葉の内容をコンピュータが理解し、所望
の動作等を行うことが可能となり、カーナビゲーションシステムや各種シミュレータ等に
採用されている。そこで、上述した患者に対する問診技術の向上を図るため、実際の人間
（模擬患者）を必要とすることなく、コンピュータによって構築されたシミュレータ（問
診シミュレータ）を使用し、上記問診技術の習熟を図るための訓練を行うことがある。
【０００４】
　問診シミュレータは、訓練者の発する質問（「どこか痛いところはありませんか？」等
）の音声を認識し、この質問に対する回答（「頭が痛いです」等）を予め記憶した回答用
の辞書データベースから抽出し、画面に表示することができる。さらに、訓練者は、表示
された回答に関連し、次の質問（「どの部分が痛いですか？」等）を問診シミュレータに
対して行うことにより、訓練者及び問診シミュレータとの間で問診の状況を仮想的にシミ
ュレートした対話を行うことが可能となっている。すなわち、訓練者の問い掛けに応じ、
問い掛け内容を理解した上で適切な反応や応答を音声や画面表示等で行うことにより、実
際の患者との間で行われる問診に関する技術を、費用的及び時間的な制約をあまり受ける
ことなく習得することが可能となる。
【０００５】
　なお、対話形式で学習を進める上記のような教育訓練用のシミュレータは、医学教育用
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のものに限定されるものではなく、訓練者とシミュレータとの間で音声等を通じてコミュ
ニケーション能力の向上を図る各種教育・訓練用のシミュレータに特に有用なシステムで
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の問診シミュレータの場合、下記に掲げるような問題点を生じるこ
とがあった。すなわち、一般に問診シミュレータは、訓練者の音声による質問を音声認識
技術を利用してその内容を把握する必要があり、質問を構成する語彙を音声によって検出
し、さらに当該質問に包含される可能性を有するものとして想定され、登録された語彙か
ら構築された認識用辞書を用いて検出された語彙照合を行うことにより、質問に係る音声
の内容を認識（把握）する処理を行っていた。そして、質問の認識結果に基づいて、予め
登録された回答用のデータベース（回答辞書）から適切な回答を抽出し、学習者に対して
提示（表示）する処理を行っていた。このとき、学習者から音声によって発せられる質問
は、「単文」形式の文章で構成され、当該単文に含まれる語彙に特化して語彙の照合及び
音声認識を行うことにより、質問の認識及び把握は比較的容易に行うことが可能であった
。そのため、音声認識の認識率が低下することがなく、高い認識率で学習者の質問を把握
し、これに対する適切な回答をスムーズに提示することが可能であった。これにより、学
習者は問診訓練中にストレスを感じることなく、学習内容に集中することができた。
【０００７】
　一方で、近年の医療現場では、医師が患者に対して治療や治験の内容を十分に説明し、
患者がその説明を理解した上で医療行為を行うことに合意する所謂「インフォームド・コ
ンセント」を行う必要があり、患者に対する医師の説明能力や説明技術を高めることが求
められていた。この場合、治療を行う対象の名称、その具体的な内容、得られる効果・結
果とともに、代替の治療方法、副作用やリスク、成功率、費用、及び治療後の経過等の情
報を正確に伝達する必要があった。そのため、係る説明及び情報の伝達は、質問のような
単文で構成することは不可能であり、複数の文章によって構成される複文形式で構成され
ることが不可欠であった。したがって、単文で構成される語彙を対象とする質問型の問診
コンピュータでは、上記のインフォームド・コンセントのような説明文の内容を十分に認
識することができず、これに対応する応答も困難なものとなった。
【０００８】
　さらに、説明文を構成する全ての語彙を対象に、個別に認識処理を実行し、説明文の内
容を把握しようとする場合、想定される語彙を登録する辞書（データベース）の容量が膨
大なものとなり、さらに当該データベースを用いた検索、抽出、及び表示等の各処理に多
くの時間を要することがあった。そのため、訓練者との間で対話形式での学習及び訓練等
を行う場合、システムに多大な負荷がかかることなり、実用上の点で問題を生じることが
あった。
【０００９】
　そこで、本発明は、上記実情に鑑み、複文で形成された説明文を音声認識し、これに基
づいて訓練者が対話形式で問診等の技術や訓練を行うことが可能な対話型学習システムの
提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するため、本発明の対話型学習システムは、「学習者が説明を行う学
習対象のテーマ毎に分類され、前記テーマを説明する上で必須の固有語彙を少なくとも一
つ以上用いて複文形式で表現された複数の説明文を含んで構築される説明型シナリオ、及
び前記学習者に対して提示され、前記学習者による音声質問に対応する複数の想定可能な
前記テーマ別に単文形式で表現された複数の回答が予め記憶された質問型シナリオを記憶
するシナリオ記憶手段と、前記学習者による前記テーマの選択指示を受付けるテーマ指示
受付手段と、選択指示に基づいて、前記シナリオ記憶手段から前記テーマに対応する前記
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説明型シナリオ、又は前記シナリオ記憶手段から前記テーマに係る前記質問型シナリオ、
を抽出するシナリオ抽出手段と、抽出された前記説明型シナリオに含まれる複数の前記説
明文を、前記学習者が視覚を通じて認識可能に提示画面に出力し、提示する説明文出力提
示手段と、前記提示画面に提示される複数の前記説明文について、各々の前記固有語彙の
箇所を視覚的に強調して提示する強調提示手段と、提示された複数の前記説明文の中から
前記学習者が選択し、自らの言葉で音声により行う音声説明を検出し、音声説明情報とし
て取得する音声説明情報取得手段と、取得された前記音声説明情報を認識する音声認識手
段と、認識された前記音声説明を構成する語彙の中から提示した複数の前記説明文に含ま
れる前記固有語彙を検出することにより、複数の前記説明文のいずれかが選択されたかを
特定すると共に該説明文の説明がなされたか否かを判定する説明文判定手段と、該説明文
判定手段による判定結果に基づいて、次候補の前記説明型シナリオを抽出し、対話形式の
説明訓練を繰返して提示する次候補抽出提示手段と、前記学習者の選択指示に基づいて、
前記説明型シナリオ及び前記質問型シナリオのいずれか一方を使用した学習方式に切り換
える学習方式切換手段と、前記学習者が音声によって質問する音声質問を検出し、音声質
問情報として取得する音声質問情報取得手段と、取得した前記音声質問情報を認識する音
声質問認識手段と、認識された前記音声質問に基づいて、前記質問型シナリオから対応す
る回答を、前記シナリオ抽出手段に抽出させて提示する回答提示手段と」を具備して主に
構成されている。
【００１１】
　ここで、説明型シナリオとは、個々のテーマ（例えば、技術分野、専門用語等）の内容
についての説明を学習者が訓練する学習方式に利用されるものであり、長文の文章から構
成された複文形式の複数の説明文を有して構築されるものである。この説明文及び説明型
シナリオがハードディスクやメモリ等で構成されたシナリオ記憶手段に電子データの形式
で記憶され、逐次読出し可能（シナリオ抽出手段に相当）に構成されている。このとき、
説明文の中には当該テーマの説明を行うために必須のキーワードとして少なくとも一つ以
上の固有語彙が含まれている。ここで、一つのテーマに対して提示された複数の説明文に
対し、学習者は任意にその中の一つについて決定することができる。
【００１２】
　一方、音声説明情報取得手段は、学習者によって音声によって行われた説明（音声説明
）を音声説明情報として取得するものであり、マイク等の音声入力機器を介して電子デー
タとして取得することができる。そして、音声説明に係る音声説明情報を周知の音声認識
技術を利用し、音声説明の中に含まれる各語彙をそれぞれ認識することができる。これに
より、認識された語彙の中から、説明の中に必ず含めることが要求される固有語彙の検出
が説明文判定手段において実施される。
【００１３】
　したがって、本発明の対話型学習システムによれば、始めに、シナリオ記憶手段にテー
マに応じて記憶された複数の説明型シナリオの中から一つが抽出される。そして、抽出さ
れた説明型シナリオに対応する複数の説明文が表示される。この中から、学習者が任意で
一つの説明文を選択し、これに基づいた説明を音声によって行う。このとき、説明文の文
章をそのまま音読するのではなく、当該説明文及びこれを構成する語彙を参照し、自らの
言葉で音声による説明（音声説明）を行う必要がある。例えば、本発明の対話型学習シス
テムを採用し、問診シミュレータを構築した場合、医師役の訓練生が患者（対話型学習シ
ステム）に対して、インフォームド・コンセントを行う場合の訓練を想定することができ
る。
【００１４】
　そして、対話型学習システムは、音声説明をマイク等の音声入力機器を介して音声説明
情報として取得し、音声認識技術を利用して当該音声説明情報を構成する音声説明を認識
する。ここで、音声認識技術は既存の構成を採用することができる。そして、認識された
音声説明の内容に含まれる複数の語彙の中から、提示された説明文に含まれ、当該テーマ
を説明する上で必須となる固有語彙を検出し、当該固有語彙がある場合に説明文の判定が
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行われる。これにより、固有語彙を用いて音声説明を行った場合、当該テーマの内容につ
いて、十分な説明を行ったと想定され、一方、音声説明の中の語彙に、いずれの固有語彙
も検出されなかった場合には、当該テーマの内容について十分な説明を行っていないもの
と判定されることになる。これにより、学習者の説明技術の判定が可能となる。なお、説
明文中の固有語彙は、一つに限定されるものではなく、二つ以上の複数であっても構わな
い。さらに、当該固有語彙の組合わせ、及び使用順序及び使用回数を総合的に勘案し、説
明技術の習熟度を判定することも可能である。
【００１６】
　また、提示画面に提示される説明文において、固有語彙の箇所が強調して提示される。
ここで、強調する提示の手法としては、例えば、周囲の文字色に対して固有語彙を異なる
文字色で表現するもの、固有語彙の部位に下線を付すること、或いは表示する文字フォン
トの変更やサイズを変更する等の周知の技術を応用することができる。これにより、学習
者に対して必ず使用する必要がある固有語彙を明確に示すことができる。そのため、学習
者は、当該固有語彙を意識しながら、自らの言葉でテーマについての説明を行うことがで
きる。
 
【００１８】
　さらに、上述の説明型シナリオを用いた学習方式に加え、質問型シナリオを用い、学習
者の音声質問を認識し、これに対応する回答を抽出し提示する、従来型の質問・回答型の
学習方式を実施することが可能となる。これらの二つの学習方式を学習者が任意に選択す
ることが可能となり、それぞれの学習目的や習熟度に応じて適切なテーマ及び学習方式を
選択し、対話型学習を進めることができる。
 
 
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の効果として、複文形式の説明文についての音声説明をシステムが認識し、これ
に応じた対話を行うことが可能となる。特に、説明文に含まれる固有語彙に基づいて、選
択された説明文を判定し、テーマに対して十分な説明がなされたか否かを特定することが
できる。さらに、質問型シナリオを備えることにより、テーマや学習対象に応じて従来型
の対話型の学習方式との間で切り換えることが可能となり、学習者による学習効果を高め
られる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本実施形態の対話型学習システムの概略構成を示す説明図である。
【図２】対話型学習システムにおける対話コンピュータの機能的構成を示すブロック図で
ある。
【図３】対話コンピュータの処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】対話コンピュータの処理の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の一実施形態である対話型学習システム（以下、単に「学習システム１」
と称す）について、図１乃至図４に基づいて説明する。ここで、図１は本実施形態の学習
システム１の概略構成を示す説明図であり、図２は学習システム１における対話コンピュ
ータ２の機能的構成を示すブロック図であり、図３及び図４は対話コンピュータ２の処理
の流れを示すフローチャートである。なお、本実施形態の学習システム１は、学習者Ｓと
して医学部の学生を想定し、患者に対して実施するインフォームド・コンセントの説明技
術の訓練を行うものを例に説明を行うものとする。すなわち、本実施形態の学習システム
１を、医学教育用のシミュレータとして機能させるものについて例示する。
【００２２】
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　本実施形態の学習システム１は、図１乃至図４に示すように、医学教育用のシミュレー
タとして構築した対話コンピュータ２によって主に構成されている。ここで、対話コンピ
ュータ２は、図１及び図２に示すように、市販のパーソナルコンピュータを利用して主に
構成され、学習者Ｓによるテーマに係る音声説明Ｖを取得するマイク等の音声入力機器３
と、学習方式の選択指示等の命令及び各種データの入力等を行うためのキーボード、マウ
ス等の操作入力機器４と、選択されたテーマに係る説明文５等を、視覚を通じて学習者Ｓ
に対して認識させ、或いは種々のデータ及び情報を出力表示するための提示画面６を有す
る液晶ディスプレイ７とがそれぞれコンピュータ本体８に接続されて構成されている。
【００２３】
　また、コンピュータ本体８の内部には、接続された各機器３，４，７等との信号を送受
するためのインターフェイスや制御機構、インターネット等のネットワーク環境への接続
を可能とする通信機能、及び対話型の学習システム１として機能させるための学習システ
ム用ソフトウェア（図示しない）を内蔵するハードディスク等の記憶手段３２（シナリオ
記憶手段１０及び辞書記憶手段３１等に相当）、学習システム用ソフトウェアに基づいて
各種処理を行うためのＣＰＵを含む演算処理部等を含んで構成されている。これらのパー
ソナルコンピュータの構成及び機能については、周知のものであり、詳細な説明は省略す
る。
【００２４】
　学習システム１に使用される対話コンピュータ２は、上記のハードウェア構成によって
構築され、学習システム用ソフトウェアによって各機能を奏するように構築されている。
対話コンピュータ２の機能的構成は、図２に示すように、学習者Ｓが説明訓練を行うテー
マ毎に登録され、当該テーマに関する説明をする上で必須となる少なくとも一つ以上の固
有語彙Ｋを含んで複文形式で表現された複数の説明文５を有して構築される説明型シナリ
オ９を電子データとして記憶するシナリオ記憶手段１０と、音声入力機器３または操作入
力機器４等を介して学習者Ｓが選択したテーマの選択指示を受付けるテーマ選択指示受付
手段１１と、受付けた選択指示に基づいて、シナリオ記憶手段１０からテーマに対応する
説明型シナリオ９を検索し、抽出するシナリオ抽出手段１２と、抽出された説明型シナリ
オ９の複数の説明文５を、学習者Ｓの視覚を通じて認識可能なようにコンピュータ本体８
に接続された液晶ディスプレイ７の提示画面６にそれぞれ一覧表形式或いは単頁形式で出
力し、提示する説明文出力提示手段１４と、提示された複数の説明文５の中から学習者Ｓ
が説明訓練を行うと決定した説明文５について実施する音声説明Ｖを、音声入力機器３を
介して検出し、音声説明情報１５として取得する音声説明情報取得手段１６と、取得され
た音声説明情報１５及び予め想定される複数の語彙が記録された認識辞書１７に基づいて
、音声説明Ｖを構成する各語彙を音声認識技術を利用して認識する音声認識手段１８と、
認識された音声説明Ｖに係る複数の語彙の中から、予め指定された固有語彙Ｋを検出し、
説明文５の特定及び判定を行う説明文判定手段１９とを主に具備している。これにより、
説明文５の提示から音声説明Ｖについての判定処理を行うことができ、学習者Ｓの音声説
明Ｖが適切か否かの評価をすることができる。
【００２５】
　また、対話コンピュータ２は、上記の基本的構成に加え、説明文出力提示手段１４で提
示される複数の説明文５において、必須となる固有語彙Ｋを明確に示すために、当該固有
語彙Ｋの文字色を周囲と異なるもの（例えば、通常の文字色が黒色である場合に、固有語
彙Ｋのみを赤色で表示）に変更し、色彩的に目立つ状態で強調して提示する強調提示手段
２０と、説明文判定手段１９による判定結果に基づいて、次候補の説明型シナリオ９を抽
出し、対話形式の説明訓練を繰返して提示する次候補抽出提示手段２１とをさらに具備し
ている。ここで、説明文判定手段１９によって、説明文５の内容が音声説明Ｖによって十
分なされていると判定された場合には、別の説明文５の説明を行わせたり、或いは当該音
声説明Ｖ中に使用された語彙（例えば、固有語彙Ｋ）についての詳細な説明をさらに要求
するような抽出及び提示が行われるものであっても構わない。強調提示手段２０に係る機
能は、学習者Ｓ等の選択によってオフにすることもできる。これにより、学習者Ｓは対話
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コンピュータ２からの指示がない状態でテーマについての音声説明Ｖを行う必要があり、
当該テーマ及び説明文５の内容についてのより深い理解が正しい音声説明を行う際に求め
られることになる。すなわち、難易度の高い学習を行うことができる。
【００２６】
　対話コンピュータ２は、その他の機能的構成として、学習者Ｓの音声入力機器３または
操作入力機器４を介した選択指示に基づいて、上述の説明型シナリオ９または質問型シナ
リオ２２（詳細は後述する）のいずれかのシナリオを使用した学習方式にそれぞれ切換え
る学習方式切換手段２３と、学習者Ｓが音声によって質問する音声質問Ｖ’を音声入力機
器３を介して検出し、音声質問情報２６として取得する音声質問情報取得手段２７と、取
得された音声質問情報２６及び辞書記憶手段３１に記憶された認識辞書１７に基づいて、
音声質問Ｖ’を構成する複数の語彙を認識する音声質問認識手段２８と、認識された音声
質問Ｖ’の内容に対応した回答２４を質問型シナリオ２２に基づいて学習者Ｓに対して出
力し、提示画面６に提示する回答出力提示手段２５とをさらに有している。
【００２７】
　ここで、質問型シナリオ２２を使用した学習方式を実施可能とするため、シナリオ記憶
手段１０には、各テーマ別の複数の回答２４を有して構成された質問型シナリオ２２が記
憶され、シナリオ抽出手段１２は、シナリオ記憶手段１０から当該質問型シナリオ２２を
抽出する機能をさらに有している。予め記憶された認識辞書１７の中には、学習者Ｓから
の音声質問Ｖ’に応答し、出力された回答２４に対してさらに学習者Ｓが発した音声質問
Ｖ’を認識するための語彙が含まれている。これにより、学習者Ｓは、従来型の問診シミ
ュレータによって実施可能な質問・回答型の学習と、本願発明に特有の説明型シナリオ９
を利用した説明技術の向上を目的とした学習とを切り換えて行うことができる。
【００２８】
　次に、本実施形態の学習システム１を用いた対話形式の説明技術、説明能力の向上を目
的とする教育訓練の一例について、図３及び図４のフローチャートに基づいて主として説
明する。始めに、説明型シナリオ９または質問型シナリオ２２のいずれかを利用して学習
を行うかの学習方式の選択指示を学習者Ｓによりコンピュータ本体８は受付ける（ステッ
プＳ１）。係る選択指示は、マイク等の音声入力機器３やキーボード等の操作入力機器４
によって入力された信号を受付けることにより行われる。
【００２９】
　質問型シナリオ２２を利用した学習方式は、従来型の問診シミュレータ等に採用され、
実施される単文質問対話処理を行うものであり、基本的な処理の流れは周知であるため、
本実施形態では説明を省略し、説明型シナリオ９が選択された場合の学習方式の流れにつ
いて詳述するものとする。ステップＳ１において、質問型シナリオ２２を利用した学習方
式が選択された場合（ステップＳ１における破線矢印参照）、単文形式の音声質問Ｖ’に
対し、認識結果としての回答２４が提示画面６に提示され、さらにこの回答２４に対する
学習者Ｓによる音声質問Ｖ’を音声認識し、次候補の回答２４を抽出し提示する処理が繰
返される（ステップＴ）。
【００３０】
　ステップＳ１で、説明型シナリオ９による学習方式が選択されると、学習者Ｓによって
シナリオ記憶手段１０に予め記憶された複数のテーマの中からさらに一つが選択され、こ
れに基づく選択指示の入力（ここでは操作入力）を、対話コンピュータ２は受付ける（ス
テップＳ２）。このとき、提示画面６には、シナリオ記憶手段１０に記憶された複数のテ
ーマの説明型シナリオ９が一覧表形式等で表示されている。これに基づいて、学習者Ｓが
当該テーマの中から任意に選択できるようになっている。
【００３１】
　学習者Ｓの選択指示の結果、シナリオ記憶手段１０から、対応するテーマについての説
明型シナリオ９が抽出される（ステップＳ３）。ここで、説明型シナリオ９は、各テーマ
に沿った複数の複文形式の説明文５が含まれている。ここで、医学教育用のシミュレータ
の一部として、本実施形態の学習システム１を採用した場合について例示すると、テーマ
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には、各種医療用語、病名・症状、或いは治療方法・治療方法等が個別に設定されている
。例えば、選択したテーマが「糖尿病」であった場合、それぞれの説明文５の内容は、“
糖尿病についての概要”、“糖尿病の種類・分類”、“糖尿病の症状・合併症”、“糖尿
病の診断基準”、“糖尿病の治療方法”等を含めることができる。すなわち、患者に対し
て糖尿病に関する説明を系統的に行うために、それぞれ必要となる内容が項目毎に複文の
説明文５として構成されている。
【００３２】
　その後、対話コンピュータ２は、抽出された説明型シナリオ９に対応する説明文５を提
示画面６にそれぞれ出力し、学習者Ｓに対して視覚を通じて認識可能なように提示する（
ステップＳ４）。このとき、液晶ディスプレイ７の提示画面６に提示される複数の説明文
５で使用される各語彙の中で、学習者Ｓが音声によって説明をする際に必ず必要となる語
彙（固有語彙Ｋ）の箇所が、周囲と異なる文字色によって強調して表示される（ステップ
Ｓ５）。これにより、説明文５中の固有語彙Ｋの箇所が学習者Ｓに対して明確に示される
。例えば、テーマが糖尿病である場合、この内容を説明する上で必須となる用語（「血糖
値」、「インスリン」等）が固有語彙Ｋとして指定され、周囲の文字色（例えば、「黒色
」）に対して目立つ文字色（例えば、「赤色」）で表示されることになる。また、固有語
彙Ｋの中には、上記のテーマ（糖尿病）に対して各説明文５で共通して定義されるものを
含むとともに、各説明文５毎に独自のものが含まれる。すなわち、“糖尿病の種類・分類
”を説明する説明文５においては、固有語彙Ｋとして、“１型糖尿病”、“２型糖尿病”
、“境界型糖尿病”等の糖尿病の種類を具体的に示す名称を指定することができ、また、
“糖尿病の症状・合併症”を説明する説明文５においては、“糖尿病性昏睡”や“糖尿病
慢性期合併症”、或いは、“糖尿病性神経障害”、“糖尿病性網膜症”、“糖尿病性腎症
”等を指定し、これを強調表示することができる。なお、説明文５に対して複数の固有語
彙Ｋを指定することが当然可能であり、各説明文５毎に重複する語彙を固有語彙Ｋと指定
することもできる。
【００３３】
　そして、学習者Ｓは、提示された複数の説明文５の中から自らが説明訓練を行おうと試
みるテーマについての説明文５を選択する。このとき、説明文５の選択は、学習者Ｓが任
意に行うものであり、当該学習者Ｓによる決定については、対話コンピュータ２に対して
直接入力されることはない。すなわち、説明文５に係る音声説明Ｖを発する前は、対話コ
ンピュータ２は、どの説明文５について学習者Ｓが音声説明Ｖを行うかについては把握し
ていないこととなる。そして、説明文５に示された内容を含み、学習者Ｓが自らの言葉に
変換した説明（音声説明Ｖ）を音声入力機器３に向かって発声する。対話コンピュータ２
は、この音声説明Ｖを音声入力機器３を介して検出し（ステップＳ６）、当該音声説明Ｖ
の検出がある場合（ステップＳ６においてＹＥＳ）、これを音声説明情報１５として取得
する（ステップＳ７）。一方、音声説明Ｖの検出がされない場合（ステップＳ６において
ＮＯ）、学習者Ｓによって音声説明Ｖが発声され、これを検出するまでステップＳ６の処
理を継続する。ここで、音声入力機器３を介した音声説明Ｖの検出は、音声信号を電気信
号により変換することによって行われる。そして、電気信号に変換された音声信号が周波
数分布や検出強度に基づいて認識可能な音声説明情報１５として取得される。
【００３４】
　そして、対話コンピュータ２は、取得した音声説明情報１５に基づく音声認識処理を実
施する（ステップＳ８）。ここで、音声認識に係る処理は、発声される音声説明Ｖに含ま
れる語彙を予め想定し、これをデータベース化して記憶した認識辞書１７を利用して行わ
れる。このとき、音声説明情報１５に含まれる音声信号、周波数分布等が認識辞書１７に
記憶された語彙の周波数分布等と一致若しくは類似するか否かの照合（語彙の照合）が行
われ、これに基づいて音声説明Ｖを認識する処理が行われる。係る処理は、複文（長文）
で示される音声説明Ｖの全体に対して実施される。音声認識処理に係る技術は周知のもの
を利用することが可能であるため、詳細な説明についてはここでは説明を省略する。上記
音声認識処理により、認識辞書記憶手段３１に記憶された認識辞書１７を利用し、音声説
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明情報１５の音声説明Ｖに含まれる各語彙を照合し、音声説明Ｖを認識する。全ての語彙
についての照合及び認識が完了することにより、音声によって入力された音声説明Ｖが文
字情報等として識別することができる。これにより、説明文５に従って行った学習者Ｓの
音声説明Ｖが文字情報（文章）として提示画面６に提示することが可能となる。
【００３５】
　その後、認識された音声説明Ｖに係る複数の語彙の中から、説明文５の中で文字色を変
化させて強調表示して提示した固有語彙Ｋが存在しているか否かについての検出を行う（
ステップＳ９）。係る固有語彙Ｋの特定は、前述した音声認識技術を応用することで可能
となる。すなわち、音声説明Ｖを認識する際に、個々の語彙についての分析が行われ、こ
の際に固有語彙Ｋが存在しているか否かは予め認識されている。そのため、語彙の照合過
程において固有語彙Ｋについての照合及び認識がなされているかを容易に確認することが
できる。ここで、音声説明Ｖの語彙に固有語彙Ｋが含まれ、これが検出される場合（ステ
ップＳ９においてＹＥＳ）、その固有語彙Ｋを含んだ説明文５が一つ特定される（ステッ
プＳ１０）。なお、一つの説明文５には上記固有語彙Ｋが複数含まれており、また、各説
明文５に共通して同一の固有語彙Ｋが使用されている場合がある。そのため、各固有語彙
Ｋの出現回数、説明文５中の固有語彙Ｋが全て検出される場合、及び説明における各固有
語彙Ｋの出現順序等を勘案し、総合的な判断により上記説明文５の特定がなされる。一方
、固有語彙Ｋが音声説明Ｖの中から検出されない場合（ステップＳ９においてＮＯ）、す
なわち、前述した特定の要件（全ての固有語彙Ｋが検出されない等）を満たさない場合、
説明文５の特定がなされないものと判定される（ステップＳ１１）。
【００３６】
　上記処理において、固有語彙Ｋの含有が検出され、説明文５の特定がなされる場合（ス
テップＳ１０）は、学習者Ｓによって当該説明文５の内容の説明が適切に実施されたもの
であると判定され、仮想的な患者や被験者として設置された対話コンピュータ２に正しく
その内容が伝えられたものであったと判断される。すなわち、説明技術を十分に有してい
るものと判定される。一方、固有語彙Ｋが検出されず、説明文５の特定がされない場合は
学習者Ｓによる説明技術が十分でなく、対話コンピュータ２を相手に正しく説明文５の内
容を説明することができなかったものと判断される。その判定結果が、提示画面６を通じ
て学習者Ｓに対して提示される（ステップＳ１２）。これにより、学習者Ｓは、提示され
た判定結果に基づいて、自らの言葉を使用して説明したテーマに対する音声説明Ｖについ
ての評価を受けることができ、説明技術の習熟度について認識することができる。
【００３７】
　その後、対話コンピュータ２は、上述の音声説明Ｖによる対話システム１を利用した音
声説明Ｖの評価処理を繰り返して実施することができる。ここで、判定結果に基づいて説
明技術が十分でないと判断されたテーマについて再度、音声説明Ｖを行う指示の入力があ
る場合（ステップＳ１３においてＹＥＳ）、ステップＳ６の処理に戻り、再び音声説明Ｖ
を音声入力機器３に対して実施する。
【００３８】
　一方、同一テーマについての音声説明Ｖを繰返す旨の指示がない場合（ステップＳ１３
においてＮＯ）、対話コンピュータ２が抽出した次候補テーマについての音声説明Ｖを実
施するか否かの指示について検出する（ステップＳ１４）。ここで、次候補テーマについ
ての音声説明Ｖを実施する旨の指示が有る場合（ステップＳ１４においてＹＥＳ）、学習
者Ｓの音声説明Ｖの内容に基づいて次候補テーマに係る説明文５を記憶手段３２から抽出
する（ステップＳ１５）。そして、ステップＳ４の処理に戻り、抽出された説明文５の提
示（ステップＳ４）及び固有語彙Ｋの強調表示処理（ステップＳ５）を実施する。
【００３９】
　なお、次候補テーマについての音声説明Ｖを行う旨の指示がない場合（ステップＳ１４
においてＮＯ）、システム終了の指示の有無を検出する（ステップＳ１６）。ここで、シ
ステム終了の指示がある場合（ステップＳ１６においてＹＥＳ）、システムを終了する（
ステップＳ１７）。一方、システム終了の指示がない場合（ステップＳ１６においてＮＯ
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）、換言すれば、新たな学習方式または新たなテーマを学習者Ｓ自身が選択し、音声説明
Ｖに係る訓練を継続する場合、ステップＳ１の処理に戻る。
【００４０】
　なお、ステップＳ１において学習方式の選択がなされ、単文質問形式の問診訓練（ステ
ップＴ）の実施が完了した後は、ステップＳ１６の処理に移行し、システムの終了か新た
な学習方式等に基づく訓練を継続して実施するかの指示を検出することとなる。
【００４１】
　これにより、本実施形態の学習システム１は、特に複文形式で構成され、学習者Ｓが患
者等に対してあるテーマ（事象）に対して説明をする場合の説明技術、説明能力を訓練す
るために実施することができる。特に、説明文５を単純に音読するのではなく、自らの言
葉に変換し、それを音声によって説明することにより、患者等に対して理解しやすい言葉
の選択や説明の順序を体感しながら訓練を実施することが可能となる。そして、係る訓練
が予め規定された固有語彙Ｋに基づいて、説明技術等を評価することが可能となる。その
結果、例えば、医療の現場で実際に実施されるインフォームド・コンセントを行う医師の
説明技術の向上を図ることができる。特に、時間的及び費用的な制約を受けることが少な
い環境で、医師等が十分に説明技術についての習得及び訓練を繰り返し実施することが可
能となる。
【００４２】
　さらに、本実施形態の学習システム１は、従来型の質問型シナリオ２２を使用した学習
方式との併用を図ることができる。そのため、問診技術の習得には、質問型シナリオ２２
による学習方式を選択し、説明技術の習得には、説明型シナリオ９による学習方式を適宜
選択することにより、それぞれの学習対象に応じた技術を習得することができる。
【００４３】
　以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態
に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において
、種々の改良及び設計の変更が可能である。
【００４４】
　すなわち、本実施形態の学習システム１において、特に、医学教育におけるインフォー
ムド・コンセント等の説明技術の向上を目的とした訓練を行うものについて例示したが、
これに限定されるものではない。音声認識技術を利用し、対話コンピュータ２と学習者Ｓ
との間で対話をしながら、種々の技術や能力を向上させる教育訓練分野において採用する
ことが可能である。さらに、説明型シナリオ９及び質問型シナリオ２２をそれぞれ独立さ
せて教育訓練を行うものを例示したが、これに限定されるものではなく、一つのテーマに
ついての学習の中で、これらを互いに組合わせて実施するものであっても構わない。これ
により、問診等の対話の技術や説明技術の双方の能力を高めることができるようになる。
【００４５】
　さらに、本実施形態の学習システム１として、市販のパーソナルコンピュータ等のハー
ドウェア構成を有するものを示したがこれに限定されるものではなく、学習システム１の
専用端末を構築するものであっても構わない。さらに、本発明の学習システム１による作
用効果を奏するものであれば、ハードウェア構成に限定されるものではなく、各種機器に
ソフトウェア的に組込まれるものであっても構わない。
【符号の説明】
【００４６】
　１　学習システム（対話型学習システム）
　２　対話コンピュータ
　５　説明文
　６　提示画面
　９　説明型シナリオ
　１０　シナリオ記憶手段
　１１　テーマ選択指示受付手段
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　１２　シナリオ抽出手段
　１４　説明文出力提示手段
　１５　音声説明情報
　１６　音声説明情報取得手段
　１８　音声認識手段
　１９　説明文判定手段
　２０　強調提示手段
　２１　次候補抽出提示手段
　２２　質問型シナリオ
　２３　学習方式切換手段
　２４　回答
　２５　回答出力提示手段
　２６　音声質問情報
　２７　音声質問情報取得手段
　２８　音声質問認識手段
　３１　辞書記憶手段
　Ｋ　固有語彙
　Ｓ　学習者
　Ｖ　音声説明
　Ｖ’　音声質問
　

【図１】 【図２】



(12) JP 5461027 B2 2014.4.2

【図３】 【図４】



(13) JP 5461027 B2 2014.4.2

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｂ   5/02    　　　　          　　　　　

(72)発明者  加藤　隆
            岐阜県岐阜市玉宮町１－８－１　合同会社Ｕｒｉｍｉｎａ内

    審査官  古川　直樹

(56)参考文献  特開２００４－３０９６３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２２２３３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２５９１１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５２５６９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３３３８４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／０２６７１５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平１０－０９７４０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２７５８７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０９４４３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１８６８８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００５／０５７５２４（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００３－２１６０１２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｂ　　１／００　－　　９／５６
              Ｇ０９Ｂ　１７／００　－　１９／２６
              Ｇ０６Ｑ　５０／２０
              Ｇ１０Ｌ　１５／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

